
ｊｊ 下坂部小学校だより 
                令和７年７月１日 第５号   学校長 碇 裕樹      

住所：尼崎市下坂部１丁目１２－１  

ホームページ：https://www.ama-net.ed.jp/school/E07/ 

 

★水泳学習が行われています！！ 

 １年生にとっては学校に入って初めての水泳、２～６年生の児童も１年ぶりの水

泳です。これまでは学校でのプールで行っていましたが、学校施設マネジメント計

画により建て替えがされるため、本校では水泳の授業を民間施設で行うことになり

ました。それぞれ学年でバスに乗り、阪急塚口駅の近くにあるコパンスイミングス

クールに行って水泳をします。ひまわり学級やどの学年の児童も少しずつ慣れてき

ているところです。泳力別のグループに分かれて、それぞれの個々の技能に合わせて泳力を身につけていき

ます。これまでは、雨が降って気温が低くなったり、熱中症指数が高くて外で行うことができなかったりし

て水泳が中止になってしまうことがありましたが、どんな天候にも左右されずに授業ができることがとても

良いと思います。また、泳力別でのグループでそれぞれ専門性の高いコーチに 1 時間充実した指導をしても

らえることもとても効果的だと思います。先生たちも、一緒に子どもたちを励ましたり、指導をしたりして、

水泳の専門的なコーチたちから教えてもらいながら、指導方法を学んでいます。子どもたちはしっかりとコ

ーチの言うことを聞き、楽しそうに一生懸命泳いでいます。「水が気持ちいい」「少し泳げるようになった」

「もっと泳ぎたい」という声も聞こえてきます。しっかりと泳ぐ技能を身に付け、水の事故で命を落とさな

いようにしてもらうことが一番大切だと思います。また暑い夏にプールに入る心地よさを十分味わいながら、

水泳の楽しさを十分味わってくれるようにしてほしいです。 

ただ、水泳カード（サインや印鑑）や水泳の用意を忘れてしまうと入りたくても入ることができません。

保護者の方のご協力をいただけるようによろしくお願いします。室内であっても、水部補給が必要ですので

お茶の用意を忘れないように持たせてください。 

★地域学校協働本部（ペンキ塗り）を行いました！ 

6 月 7 日に地域学校協働活動でペンキ塗りを行いま

した。2年前は、自分たちで校舎の階段のペンキ塗りを

行いましたが、少し時間が足りずに、塗り切れていなか

った部分がありました。今年度は、関西ペイントの企業

の方に協力を依頼してみんなでペンキ塗りを行いまし

た。企業の方がたくさん来て、周囲にペンキがつかない

ようにしっかりとビニールを敷いて、養生テープを貼る

など、朝早くから準備をしてくださいました。100 名

近くの児童・保護者・教員・地域の方で校舎のペンキ塗

りができました。ペンキがなくなるとペンキを足して、何度も塗ったり、楽しそうに親子や兄弟で一緒に塗

ったり、プロの方に教えてもらいながら塗ったり・・・真剣に塗っている姿が見られました。あっという間
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に校舎の階段がきれいになり廊下が明るくなりました。また、渡り廊下の壁もプロの方に塗っていただき、

とてもきれいになりました。 

関西リフォームサミットプラチナ会（塗装及び塗装指導） 

好川産業株式会社（養生材、副資材提供） 

関西ペイント販売株式会社（塗料提供及び塗装指導）  

の皆様には、ご協力・協賛いただき本当にありがとうござ

いました。また、児童・保護者・教員・地域の皆様もお疲

れさまでした。ありがとうございました。子どもたちが少

しでも学習しやすい環境の中でさらに学習に励んでくれることを願っています。 

 

【7 月の行事予定】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★夏季休業日（夏休み）について 

 今年度は、７月１８日（金）で１学期が終了し、８月２９日（金）から２学期始業式になります。長い夏

休みですので、充実した夏休みを過ごせるようにしっかり計画をたてて、夏休みしかできないことに取り組

んでほしいと思います。今年の夏もとても暑くなりそうですので、熱中症には十分気を付けて、規則正しい

生活、水分補給をしっかりするなど自分で体調管理に気をつけて生活を過ごしてください。また、海やプー

ルなどの水の事故やお金や物の貸し借りなどのトラブルに注意をして楽しい夏休みを過ごしてくれたらと

思います。 

【8 月・9 月の主な予定】 

 8 月 29 日（金）2 学期始業式 12 時 15 分下校 

  9 月 1 日（月）委員会 給食開始 身体測定（6 年） 

    2 日（火）身体測定（5 年） 

    3 日（水）身体測定（4 年） 

    ～９日（火）実地教育研修 

      4 日（木）夏休み作品展（児童鑑賞）身体測定（3 年） 

5 日（金）夏休み作品展（保護者鑑賞） 

     短縮授業 14 時下校（5 年のみ）  

       自然学校保護者説明会 

修学旅行保護者説明会 身体測定（2 年） 

  8 日（月）クラブ 身体測定（1 年） 

   11 日（木）小田北中ウェルカム授業（6 年） 

15 日（月）敬老の日 

17 日（水）給食終了後下校（6 年）  

環境体験学習（3 年） 

18 日（木）PTA 給食試食会（1 年） 

～19 日（金）修学旅行（6 年）広島・宮島方面 

23 日（火）秋分の日 

24 日（水）学校運営協議会 

      25 日（木）環境体験学習予備日（3 年） 

27 日（土）土曜参観（2～4 時間目） 

29 日（月）代休日 

30 日（火）短縮 6 校時 

1 日（火）水泳学習（2,4,6 年） 

2 日（水）LGBTQ 出前授業（6 年） 

水泳学習（1,ひ,3,5 年） 

3 日（木）水泳学習（2,4,6 年） 

4 日（金）水泳学習（1,ひ,3,5 年） 

7 日（月）個人懇談  清掃終了後下校 

～ 11 日（金） 

14 日（月）水泳学習（2,4,6 年） 

15 日（火）給食終了（清掃終了後 13 時 30 分下校） 

16 日（水）給食なし 4 校時終了後下校 

17 日（木）給食なし 4 校時終了後下校 

18 日（金）終業式 大掃除 11 時 40 分下校 

21 日（月）海の日 

22 日（火）夏季休業日（8 月 28 日まで） 

 ～ 25 日（金） 夏チャレ（学習会） 

  



熱中症予防運動指針 

(尼崎市版) 

詳しくは 

例：９月２日１４時頃に環境省から発表 ⇒ ９月３日は臨時休業 

★個人懇談とあゆみについて 

 先日保護者の方にお手紙を配布させていただいたように個人懇談の実施の際に子どもたちの１学期の学

習や生活の様子を伝えさせてもらいます。あゆみにつきましては、これまで学期ごとに記入していた所見欄

においては、１学期は個人懇談で直接話し、あゆみに記載をせずに２学期と３学期に記載させていただくこ

とになりました。学習の記録につきましては、これまで通り学習指導要領の教科の３観点をもとに評価させ

ていただきます。（評価基準の表につきましては、学校のホームページ、あゆみのＱＲコードを読み取って

ご確認ください。）担任よりお子様に１学期の頑張りや２学期に向けての励まし、頑張ってほしいことを話

して２学期への意欲となるようにいたしますので、ご理解くださるようよろしくお願いします。 

 

★熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）及び熱中症警戒情報について 

（昨年度９月に尼崎市教育委員会より保護者の方に配布したものの抜粋です。） 

発表時の対応 

 ⑴ 熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート) 

① 前日１４時頃に兵庫県または大阪府に翌日の熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表され

た場合、市立幼小中特別支援学校は「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)当日」を臨時休業と

します。 

※夏季休業日および休日の部活動も、同様の対応とします。ただし、部活動における公式戦等について

は、主催者の判断に準じるものとします。 

 

 

 

  ② 熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表された場合は、以下の市ホームページに臨時休業

情報を掲載いたします。 

   https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate-kyoiku/school/1019394.html 

 

 ⑵ 熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート) 

   「熱中症予防運動指針（尼崎市版）」に基づく対応とします。 

 

 

発表基準 

 ⑴ 熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート) 

特定の日における暑さ指数（WBGT）の最高値が、都道府県内の全ての情報提供地点（参考：兵庫県19

箇所、大阪府6箇所）において35 以上と予測される場合に熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が

前日14時頃に発表されます。熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)発表時は、過去に例のない危険

な暑さであり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康に係る

重大な被害が生じるおそれがあります。 

なお、暑さ指数（WBGT）が35に達しない場合であっても、自然的社会的状況により、熱中症による国

民の健康に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるような場合も発表する場合がある（※）とされて

います。 

※具体的な基準は検討中 【気候変動適応法施行規則第２条】 

＜本件問い合わせ先＞ 尼崎市教育委員会事務局 こころとからだ育成課   ０６－４９５０－５６７７ 
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